
医師の働き方改革と地域医療体制の確保を

両立させる神奈川県の取組について

令和５年10月４日

健康医療局保健医療部医療課
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取組１ 県民への周知・普及啓発
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取組１－１ 基本的な情報の周知

令和５年度第１回 都道府県担当課長会議（R5.５/29）資料抜粋

国作成のポスター・動画を活用し、広く県民に対して普及啓発を図り
ます。
あわせて、県ホームページに医師の働き方改革ポータルサイトを開設
します。

想定実施時期：令和５年度中
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○ 県広報媒体、動画、物品（チラシ・リーフレット等）を活用し、医師の
働き方改革について県民へ普及啓発を実施する。
また、その対象・メッセージを特定するなどより効果的な広報を実施して

まいります。
現状想定している対象等は次頁。

○ 他に知事と関係団体との共同メッセージの発信等も検討しています。

想定実施時期：令和５年度中取組１－２ ターゲット層に応じた
県独自の啓発（イメージ）
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・誰に 病院を受診する・している人（主に高齢者・その家族）

・何を

１ 症状が軽い場合は近隣のクリニック（かかりつけ医）の受診を

お願いする

２ 緊急時以外は、平日の一般外来で受診する

３ 病状説明などは平日の診療時間内で実施する。

４ 症状が安定した患者さんは近隣のクリニック（かかりつけ医）

や別の病院に転院しての治療をお願いする。

５ 主治医ではない医師が対応することがある。

≪ターゲット１≫ 病院受診者（主に高齢者・その家族）
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・どこで 病院の待合室・診療所など

・なんのために

自分ごとにならないと理解できないことを、説明資料を配布すること

で理解を促す。

・どのように

リーフレット・ポスター・動画・チラシ

≪ターゲット１≫ 病院受診者（主に高齢者・その家族）
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・誰に 小児の親世代

・何を ＃8000の利用、かかりつけ医を持つ、時間内の適正受診

・どこで SNS（LINE子育てパーソナルなど）、インターネット、

小児科の受付、小児の特定年齢診断、両親教室など

・なんのために

小児救急は軽症が多い、それを初期救急や次の日の受診、電話相談

に誘導をすることで救急医療の負担を軽減する。

・どのように

SNS・リーフレット・グッズ

≪ターゲット２≫ 小児の親世代
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取組２ 医療提供体制の確保に向けた新たな施策



取組２－１ 救急医療への対応
救急告示の見直し（新類型の創設）
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○ 救急告示とは？
救急車により患者を搬送することに協力する医療機関。
県では、24時間365日救急車を受け入れることを医療機関に求めている。

○ 医師の働き方改革により夜間の救急受入体制の維持が困難になり、
告示を辞退する医療機関が生じるおそれがある。

救急車の受入れを昼間や平日のみでも可とする、救急告示の新類型
を創設することで、救急受入体制を維持する仕組みづくりを行う。

想定実施時期：令和６年度
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○ 他院に転院させたい患者の情報（氏名を除く）をkintoneで登録した上、病院間の連絡
手段として、kintone内のチャットアプリを通じて、病院間で受入の打診、受入可否の回答、搬
送条件の交渉（転院日等々）をチャットで行う。
○ 本システムを活用して病院間で後方搬送調整を行う。県は、システム開発及び保守を行う。

②患者情報登録*3 ④患者情報受信

⑥マッチング成立 ⑤受入可否判断転院元病院
（急性期）

搬送先（候補）病院
（回復期・慢性期）

施設情報アプリ（仮称）*1

転院支援アプリ（仮称）*2
＋

チャットアプリ

①初回入力

アプリ間連携

想定実施時期：令和５年度中取組２－２ 医療機関の連携の推進
後方搬送支援システム（仮称）の構築(予定)

不安定な状態を脱した患者をいち早く
後方搬送することで救急病床の確保につなげる
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今後のスケジュール（イメージ）
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「働き方改革制度」に係る動画・ポスター（国作成）による広報

「適切な医療のかかり方」に係る動画・チラシ（県独自）
による広報

見直しの検討・見直し案の作成救急告示
救急医療問題調
査会へ報告

修正意見反映

制度全般

具体的メッ
セージ

転院搬送

システム

システム
構築

病院への操
作説明会

システム試行・稼働


